
 

    公益信託 成年後見助成基金 

       第 11回 募集要項  
１． 趣旨 

成年後見制度の利用に関する費用を助成し、もって利用者の権利の擁護
及び福祉の増進に寄与することを目的とします。 
 

２． 応募対象 
（１）既に就任した成年後見人等が後見事務を概ね３ケ月以上実行してい 

る場合であることとします。ただし、親族以外の個人が成年後見人
等に就任しているときに限ります。 

 （２）後見事務の内容に照らし適正な報酬を支払うことができないもので 
    あることとします。 
（３）本年度は、成年後見制度利用者の年齢が概ね後期高齢者又は、知的

障害者・精神障害者等で、生計を一にする家族の年収が２６０万円以
下であり、かつ他に資金化できる適当な資産がないこととします。 

（４）保全処分の財産管理人の就任にかかる報酬は該当しません。 
（５）報酬付与審判申立てをしていない期間が対象となります。 
 

３． 助成金 
  募集額２,０００万円程度（うち新規申請分１,０００万円程度） 

（１）被後見人等お一人に対し原則月額１万円最高２万円を限度に助成
します。 

（２）最長５ヵ年間（２年目以降は、継続の申請が必要です）。 
（３）後見人等申請者お一人につき新規の申請件数は、３件を限度とし

ます。 
    
４． 応募方法 

所定の助成金申込書に必要事項を記入し資料を添付して、下記事務局宛
送付してください。 

 
５． 申込み締切日 

平成２３年４月２８日（金）必着 
 
６． 選考の方法、採否の通知及び助成金の交付 
 （１）当基金運営委員において内容を審査の上採否を決定し、平成２３年 
    ７月下旬～８月中旬頃までに採否を通知する予定です。 
（２）選考後の給付は（１）の通知書を添付し家庭裁判所の報酬付与審判

を申立て、決定された審判に基づき助成金を交付します。 



   
 
 
７． その他 
（１）応募いただいた申込書等の書類の返却はいたしません。 
（２）応募にあたっては、助成申請書類および添付した資料に記載されてい    
   る事項が、助成金の支給対象者の選考等、当公益信託の運営に必要な   
   範囲で、当公益信託の運営委員・信託管理人・事務局が取得・利用す     
   ること、また、支給が決定した場合は、氏名、所属等の情報が主務官      
   庁等へ提供されることについての同意が必要となります。 
（３）寄付のお申出は、下記事務局または受託者へご連絡ください。 
 
８． 申請書提出先・請求先 

   （ 事務局 ）〒１６０－０００３ 
          東京都新宿区本塩町９－３ 司法書士会館４階 
          社団法人 成年後見ｾﾝﾀｰ･ﾘｰｶﾞﾙｻﾎﾟｰﾄ内  
                    公益信託「成年後見助成基金」事務局  
          ℡０３－３３５９－０５４１  
                      

        （受託者）〒１００－８２１２ 
          東 京 都千代田区丸の内１－４－５                    
          三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社リテール受託業務部 
           公益信託グループ  
          ℡０３－６２１４－６２７１  
          


